
 

松前記念国際交流会館利用規則 

はじめに、 

松前記念国際交流会館は、本学で学ぶ別科生・交換留学生・短期外国人研修生が共同で生活を行い、日本の法律を守

り、それぞれの国や文化を尊重しながら交流する事を通して、互いの理解を深め、国際的な感性を養うことのできる

人材を育てる教育の場です。したがって、松前記念国際交流会館にて居住する者は、このことをよく理解して利用規

則を守り、居住者全員にとって快適な場所にするよう努力しなければなりません。 

 

 利 用 規 則  

【国際交流会館・宿泊棟の大原則】 

1. 国際交流会館（共用部分）は別科生・交換留学生・短期外国人研修生および本学関係者が利用します。大学から許可のない学外

者の入館は禁止です。見知らぬ人物を見つけた場合は、直ちに国際室まで連絡してください。 

2. 宿泊棟への入棟は、宿泊者以外立入り禁止です。 

3. 宿泊棟も含め全館禁煙です。（20 歳未満の者の喫煙は法律上禁止。また、20 歳未満の者に喫煙を勧める事も禁止） 

4. 宿泊室以外での飲酒は禁止です。（20 歳未満の者の飲酒は法律上禁止。また、20 歳未満の者に飲酒を勧める事も禁止） 

5. 日本の法律で使用が禁止されている薬物の使用・持ち込みは一切禁止です。 

6. 火気を伴う物（ガスコンロやライターなど）の持ち込みは禁止です。 

7. 宿泊棟におけるすべての調理器具（電気調理器、ガス調理器等）の使用、調理は禁止です。 

8. 宿泊室の備品（テレビやスタンドライトなど）や共用設備（調理器具やテーブル・椅子など）や物品（トイレットペーパーやテ

ィータオルなど）の持ち出し及び私物化は禁止です。 

9. 共用施設や物品を破損や汚損、紛失をした場合には、損害を弁償してください。 

10. PC や貴重品等を共用場所に置きっぱなしにしないでください。盗難や紛失に関して大学側は一切責任を負いません。 

11. 防犯上、門限は 23：00 です。 

12. 国際交流会館への出入りは、非常時を除いて正面玄関より出入りしてください。 

13. 館内は土足厳禁です。個人のサンダルや靴は、必ず靴箱に入れてください。 

14. 大きな声を出して騒いだり、他人にしつこくつきまとう等、トラブルの原因となる他人への迷惑行為は禁止です。 

15. インターネット利用について、大容量のダウンロード並びに不法ダウンロードをしないでください。 

15. 国際交流会館へ入館できる学生は、事前に国際室へ入館申請を行い、許可を得た学生のみとなります。個人の判断で学生を入

館させないでください。 

17. 交流会館および宿泊棟でのペット飼育は禁止です。 

18. その他、問題発生により新たに設けられた禁止事項を遵守してください。 



【宿泊室について】 

1. 別科生、交換留学生（通年）の宿泊室の使用可能期間は原則として 4 月 1 日から翌年 3 月末日までです。 

2. 交換留学生（半期）の宿泊室の使用期間は、前期 4 月 1 日～9 月 23 日、後期 9 月 24 日～3 月 31 日までです。 

3. 宿泊室は基本的に 2 人で使用します。（1 人用の部屋はありません） 

4. 決められた部屋を無断で変更することはできません。 

5. 寄宿料（30,000 円／月）は毎月 7 日までに 1 号館のパピルスで支払い（交換留学生は現金払い）、レシートを国際室に提出し

てください。入居月と退去月は 1 泊 1,000 円の日割り計算になります。寄宿料の滞納が 2 か月になると退去処分となります。 

6. 一時帰国中に発生する寄宿料の免除はありません。 

7. 宿泊室の鍵を紛失した場合や、宿泊室内にある備品を破損ないし汚損させた場合は損額を弁償してください。 

8. 貴重品の管理は各自で責任を持って管理してください。盗難や紛失に関して大学側は一切責任を負いません。 

9. ゴミは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、ビン、缶、ペットボトル等に分類し処理してください。 

10. 外出の際には短時間でも鍵をかけ、照明やテレビ、エアコン等の電源を必ず切ってください。 

11. 月 3 回、清掃スタッフが各部屋の水回り等を掃除します。清掃日は会館のスケジュールボードで確認してください。 

12. 毎月 1 回、シーツを 2 枚支給します。支給日は会館のスケジュールボードで確認してください。 

13. お部屋は各自で掃除し、常に清潔を保ってください。 

14. 不定期で職員が部屋の使用状況を確認するほか、点検等でスタッフがお部屋に入ることがありますのでご了承ください。 

 

【キッチンについて】 

1. 別科生、交換留学生以外の使用は禁止です。 

2. 調理器具は洗い残し等がないように洗浄して元の場所へ戻してください。 

3. 調理後は水回りの清掃をして、調理で出たゴミは必ず分別して処分してください。 

4. 冷蔵・冷凍が必要ない食料や、各自の皿やカトラリーは個人用の棚を使用してください。（短期研修生の個人棚はなし） 

5. 共用の冷蔵庫を使用する場合は必ず名前を書いてください。なお、共用の冷蔵庫でのアルコールの保管は禁止です。 

6. 別科生、交換留学生用の冷蔵庫と短期外国人研修生用の冷蔵庫があります。それぞれ専用の冷蔵庫を使用してください。 

 

【ランドリーについて】 

＜使用方法＞10 円硬貨 1 枚を 3 回入れる（硬貨は戻ってきます） 

1. 洗濯機、乾燥機の使用可能時間は 7：00～23：00 です。 

2. 乾燥機の使用時間は１回 90 分以内です。 

3. 厚手の稽古着等は、乾燥機使用後に乾燥室や外の物干しを利用してください。 

 

【その他】 

1. 1 階の浴室は短期研修生専用となり、別科生・交換留学生の使用は禁止です。 

2. 学生生活に支障がなければ市内のアパートからの通学も可能ですが、賃貸契約等の手続きは個人で行ってください。 

3. 緊急事態が発生した場合は国際室（平日 9：00-17：00）にご連絡ください。土日祝日、平日の時間外は各部屋の内線で警備室

に連絡をしてください。（スタッフ個人に連絡をしても対応できません） 

4. ルールが守られず、度重なる注意を受けても改善しない場合は退去処分となります。 

 


